
令和６年度第７回教育研究評議会議事要旨 

 

日 時    令和６年 11 月 13 日（水）13：27～14：44 

会 場    本部管理棟第一会議室 

出席者  南谷学長（議長），尾野，後藤，上田，酒井，疋田，長縄，藤井，柴山，大橋，

羽渕，寺境，景山，清水，渡邊，水戸部，高橋，稲垣，宇野，和泉，板東，安藤，

熊谷，德重各評議員 

陪 席  工藤，佐々木各理事，臼木学長補佐 

監 事  播磨屋監事，越山監事 

 

 

議 事 

１．令和６年度第６回教育研究評議会議事要旨の確認 

  令和６年度第６回教育研究評議会議事要旨が確認され，案のとおり了承された。 

 

 

２．審議事項 

(１)学内諸規則の制定・改廃について 

   尾野理事及び酒井理事から資料により説明があり，了承された。 

 

(２)職員の懲戒について 

   学長から席上配付資料（終了後回収）により説明があり，審議の結果，了承された。 

 

 

３．連絡・報告事項 

(１)2024 年度秋田大学年度計画の上半期進捗状況について 

長縄副学長から資料により，2024 年度秋田大学年度計画の上半期進捗状況について

について報告があった。 

 

(２)秋田大学未来研究統括機構及び地域共創機構設置準備委員会が行う教育系職員候補 

適任者選考規程について 

尾野理事から資料により，秋田大学未来研究統括機構及び地域共創機構設置準備委

員会が行う教育系職員候補適任者選考規程について報告があった。 

 

(３)秋田大学共同機器利用センター設置準備委員会設置要項について 

   尾野理事から資料により，秋田大学共同機器利用センター設置準備委員会設置要項

について報告があった。 

 

(４)秋田大学ロゴマークについて 

   尾野理事から資料により，秋田大学ロゴマークについて報告があった。 



４．その他 

  尾野理事から，一部報道されている本学の野球場の件について報告があった。併せて，

学生から署名及び意見書が提出されたことについては，真摯に対応していく旨発言があ

った。 

 

  学長から，教職員の綱紀の厳粛な保持について，今一度教職員への周知徹底を求める

旨発言があった。 

 

 

 次回教育研究評議会は，12 月 11 日（水）13 時 30 分から手形地区にて開催することとし

た。 

 

                                                                        以 上 


